
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文
（
目
次
）

○
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

○
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３

○
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４
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奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
抄
）

（
基
本
方
針
）

第
二
条

国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
奄
美
群
島
の
振
興
開
発
を
図
る
た
め
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。

）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
～
７

略

（
振
興
開
発
計
画
）

第
三
条

鹿
児
島
県
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
（
以
下
「
振
興
開
発
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
９

略

（
特
別
の
助
成
）

第
六
条

振
興
開
発
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
は
、
他
の
法
令
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に
掲
げ
る
割
合
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
割
合
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
他
の
法
令
（
当
該
事
業
が
後
進
地
域
の
開
発
に
関
す
る
公
共
事
業
に
係
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
開
発
指
定
事
業
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
法
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
法
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
が
、
前
項
の
政
令
で
定
め
る
割
合
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
事
業
に

要
す
る
経
費
に
対
す
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
他
の
法
令
の
定
め
る
割
合
に
よ
る
。

３

国
は
、
振
興
開
発
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
政
令
で
定
め
る
交
付
金
を
交
付
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
経
費
に
つ
い
て
前
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
す
る
な
ら
ば
国
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
こ
と
と
な
る
割
合

を
参
酌
し
て
、
当
該
交
付
金
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
き
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
に
よ
り
国
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
場
合
に

お
け
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
必
要
な
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
・
６

略

○
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
抄
）
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（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
小
笠
原
諸
島
」
と
は
、
孀
婦
岩
の
南
の
南
方
諸
島
（
小
笠
原
群
島
、
西
之
島
及
び
火
山
列
島
を
含
む
。
）
並
び
に
沖
の
鳥
島
及
び
南
鳥
島

を
い
う
。

２

略
（
基
本
方
針
）

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
小
笠
原
諸
島
の
振
興
開
発
を
図
る
た
め
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
～
７

略

（
振
興
開
発
計
画
）

第
四
条

東
京
都
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
計
画
（
以
下
「
振
興
開
発
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
８

略

（
特
別
の
助
成
）

第
六
条

国
は
、
振
興
開
発
計
画
に
基
づ
く
事
業
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
当
該
経
費
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
関
係
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
、
当
該
法
令
に
定
め
る
国
庫
の
負
担
割
合
又
は
補
助
割
合
を
超
え
て
、
そ
の
全
部

又
は
一
部
を
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

略

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

略

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
と
は
、
特
定
非
営
利
活
動
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、

こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。

一

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

社
員
の
資
格
の
得
喪
に
関
し
て
、
不
当
な
条
件
を
付
さ
な
い
こ
と
。

ロ

役
員
の
う
ち
報
酬
を
受
け
る
者
の
数
が
、
役
員
総
数
の
三
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
行
う
活
動
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
団
体
で
あ
る
こ
と
。
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イ

宗
教
の
教
義
を
広
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

ロ

政
治
上
の
主
義
を
推
進
し
、
支
持
し
、
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

ハ

特
定
の
公
職
（
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
公
職
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
候
補
者
（
当
該
候
補
者
に
な
ろ
う
と
す
る

者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
公
職
に
あ
る
者
又
は
政
党
を
推
薦
し
、
支
持
し
、
又
は
こ
れ
ら
に
反
対
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

○
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
（
抄
）

（
中
期
目
標
）

第
二
十
九
条

略

２

中
期
目
標
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

中
期
目
標
の
期
間
（
前
項
の
期
間
の
範
囲
内
で
主
務
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
～
五

略

３

略
（
年
度
計
画
）

第
三
十
一
条

独
立
行
政
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
に
基
づ
き
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
業

年
度
の
業
務
運
営
に
関
す
る
計
画
（
次
項
に
お
い
て
「
年
度
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

独
立
行
政
法
人
の
最
初
の
事
業
年
度
の
年
度
計
画
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
毎
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
成

立
後
最
初
の
中
期
計
画
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
、
そ
の
」
と
す
る
。

（
各
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
）

第
三
十
二
条

独
立
行
政
法
人
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
、
評
価
委
員
会
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
の
評
価
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
中
期
計
画
の
実
施
状
況
の
調
査
を
し
、
及
び
分
析
を
し
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
調
査
及
び
分
析
の
結
果
を
考
慮
し
て
当
該
事

業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
の
全
体
に
つ
い
て
総
合
的
な
評
定
を
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

評
価
委
員
会
は
、
第
一
項
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
独
立
行
政
法
人
及
び
政
令
で
定
め
る
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、

そ
の
評
価
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
評
価
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
独
立
行
政
法
人
に
対
し
、
業
務
運

営
の
改
善
そ
の
他
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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４

評
価
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
通
知
に
係
る
事
項
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
通
知
に
係
る
事
項
及
び
そ
の
勧
告
の
内
容
）
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

審
議
会
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
評
価
委
員
会
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
中
期
目
標
に
係
る
事
業
報
告
書
）

第
三
十
三
条

独
立
行
政
法
人
は
、
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
後
三
月
以
内
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
中
期
目
標
に
係
る
事
業
報
告
書
を
主
務
大
臣

に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
中
期
目
標
に
係
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
）

第
三
十
四
条

独
立
行
政
法
人
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
、
評
価
委
員
会
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
評
価
は
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
中
期
目
標
の
達
成
状
況
の
調
査
を
し
、
及
び
分
析
を
し
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
調
査
及
び
分
析
の
結
果
を
考
慮
し
て

当
該
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
の
全
体
に
つ
い
て
総
合
的
な
評
定
を
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
三
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
評
価
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

○
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

号
）
（
抄
）

第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
各
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
等
に
関
す
る
評
価
等
）

第
三
十
二
条

独
立
行
政
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
評
価
委
員
会
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績

二

評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
の
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項

イ

ロ
に
掲
げ
る
事
業
年
度
以
外
の
事
業
年
度
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
か
ら
当
該
事
業
年
度
末
ま
で
の
期
間
に
係
る
中
期
計
画
の
進

捗

状
況
（
中
期
目
標
の
期

ち
ょ
く

間
の
最
後
の
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
）

ロ

中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績

２

独
立
行
政
法
人
は
、
前
項
の
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
項
第
二
号
イ
又
は
ロ

に
定
め
る
事
項
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
、
評
価
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

独
立
行
政
法
人
は
、
遅
滞
な
く
、
前
項
の
報
告
書
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
十
三
条

前
条
第
二
項
の
報
告
書
の
提
出
は
、
主
務
大
臣
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
主
務
大
臣
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
報
告

書
の
内
容
を
検
討
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
年
度
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
に
関
す
る
意
見
を
付
し
て
、
評
価
委
員
会
に
送
付
す
る
も
の
と
す

る
。

一

前
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
年
度
中
期
目
標
（
中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
次
の
中
期
目
標
）
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な

限
度
に
お
い
て
、
業
務
運
営
の
改
善
に
関
し
独
立
行
政
法
人
が
当
面
講
ず
べ
き
措
置

二

前
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
業
年
度
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
独
立
行
政
法
人
に
関
し
講
ず
べ
き
措
置

第
三
十
四
条

評
価
委
員
会
に
よ
る
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
総
合
的
な
評
定
を
付
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

評
価
委
員
会
は
、
遅
滞
な
く
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
（
以
下
「
評
価
結
果
」
と
い
う
。
）
を
独
立
行
政
法
人
及
び
主
務
大
臣
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

評
価
委
員
会
は
、
主
務
大
臣
に
対
し
、
前
条
各
号
に
定
め
る
事
項
に
関
し
、
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
に
定
め
る

事
項
に
関
し
て
は
、
当
該
独
立
行
政
法
人
の
主
要
な
事
務
及
び
事
業
の
改
廃
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

評
価
委
員
会
は
、
遅
滞
な
く
、
評
価
結
果
及
び
前
項
の
勧
告
の
内
容
を
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
の
二

主
務
大
臣
は
、
評
価
委
員
会
が
第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
年
度
に
係
る
評
価
に
際
し
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
三

条
第
一
号
に
定
め
る
事
項
に
関
し
勧
告
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
独
立
行
政
法
人
に
対
し
、
当
該
事
項
に
関
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

独
立
行
政
法
人
は
、
前
項
の
指
示
に
基
づ
い
て
し
た
措
置
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、
主
務
大
臣
及
び
評
価
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
に
お
い
て
」
を
「
ま
で
に
」
に
、
「
所
要
」
を
「
当
該
独
立
行
政
法
人
に
関
し
所
要
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
第
三

章
第
二
節
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
意
見
具
申
）

第
三
十
五
条
の
二

評
価
委
員
会
は
、
評
価
結
果
に
照
ら
し
て
、
独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
の
改
善
又
は
そ
の
主
要
な
事
務
及
び
事
業
の
改
廃
に
関
し
特
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勧
告
し
た
事
項
に
つ
い
て
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
第
六
条
の

規
定
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
る
よ
う
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

略
第
六
十
一
条
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
非
特
定
独
立
行
政
法
人
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
の

次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

略
（
非
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
が
と
る
べ
き
措
置
等
）

第
六
十
一
条
の
六

略

２

略
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３

非
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
は
、
毎
年
度
、
第
六
十
一
条
の
四
の
届
出
及
び
前
二
項
の
措
置
の
内
容
を
取
り
ま
と
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
務
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

略

二

目
次
の
改
正
規
定
（
「
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
」
を
「
非
特
定
独
立
行
政
法
人
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
十

九
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
八
条
第
二
項
並
び
に
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規

定
、
同
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
三
条
の
改
正
規
定
、
「
第

二
節
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
」
を
「
第
二
節
非
特
定
独
立
行
政
法
人
」
に
改
め
る
改
正
規
定
、
第
六
十
一
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
六
条
を

加
え
る
改
正
規
定
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
七
十
一
条
第
七
号
の
改
正
規
定
並
び
に
同
条
第
九
号
の
改
正
規
定
（
「
第
六
十
条
第

一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
六
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
及
び
附
則
第
九
条
の
規
定
公
布
の
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日


